
議案第２１号 

 

三田市水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定について 

 

三田市水道事業給水条例の一部を改正する条例を次のとおり定める。 
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三田市長 森  哲 男    



三田市条例第  号 

 

三田市水道事業給水条例の一部を改正する条例 

 

三田市水道事業給水条例（昭和４３年三田市条例第２１号）の一部を次のように

改正する。 

第２６条第１項を次のように改める。 

（料金） 

第２６条 料金は、次の各号の表に定める基本料金及び従量料金の合計額に同額に

係る消費税法（昭和６３年法律第１０８号）第２９条の規定による税額並びに地

方税法（昭和２５年法律第２２６号）第７２条の８２及び第７２条の８３の規定

による税額を加えた額とする。この場合において、１円未満の端数が生じたとき

は、これを切り捨てるものとする。 

(1) 一般用及び公衆浴場用の水道の使用に係る基本料金及び従量料金（１箇月に

つき） 
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300 立方メートルを超える分 70 円

(2) 臨時用の水道の使用に係る基本料金及び従量料金 

基本料金 従量料金（１箇月につき・使用水量１立方メートルにつき） 

6,800 円 700 円

 第２６条に次の１項を加える。 

３ 管理者は、安定給水の確保に関する動向、社会経済情勢等を勘案し、概ね５年

ごとに料金体系について検証し、その結果必要な措置を講じるものとする。 

第２７条中「（料金算定の基準日として、あらかじめ管理者が２箇月ごとに定めた

地区と日をいう。）」を「（地区ごとに料金算定の基準日として、あらかじめ管理者が

２箇月ごとに定めた日をいう。以下同じ。）」に改める。 



第３０条を次のように改める。 

（特別な場合における料金の算定） 

第３０条 第２６条第１項第１号の表に規定する水道料金については、水道の使用

を開始した場合の料金はその使用開始の日の直後の隔月定例日に計量した使用水

量をもつて、水道の使用をやめた場合の料金は第２１条第１号の届出があつた日

以後に使用水量を計量し、その計量した使用水量をもつて、別に管理者が定める

ところにより日割計算により算定する。 

 第３３条中「納入通知書」の次に「若しくは口座振替」を加える。 

付 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和３年１０月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の三田市水道事業給水条例第２６条第１項及び第３０条

の規定は、施行日以後を始期とする使用期間に係る水道料金について適用し、施

行日前を始期とする使用期間に係る水道料金については、なお従前の例による。 


